
 

淀川水系流域委員会「利水・水需要管理部会検討資料 たたき台060926 版」への意見について 

三 重 県 （H18.10.5） 

 
 
 
（P.20 3.３ 水需要管理のソフトソリューションの例題 

「伊賀水道用水供給事業」について、全般にわたり、「伊賀用水」、「伊賀用水事業」、「伊賀水道」と、

異なる表記がなされています。 
 全般を通して「伊賀水道用水供給事業」に表記の統一をお願いします。 

河川管理者提供資料

淀川水系流域委員会 
第5回利水･水需要管理部会検討会（H18.10.10）
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（P.20 3.3 水需要管理のソフトソリューションの例題 まえがき） 
三重県企業庁が推進している伊賀用水はソフトソリューションを考える好例であり、開発主義を反省して水

需要管理を実現するトレーニングである。現在、事業は急ピッチで進められていると聞く。河川管理者のも

とで事業主体（三重県企業庁）、利水者管理者（伊賀市水道）、水需要者（市民・企業）等関係者が集って、

事業再検討会議を開催して欲しい。工事はその結果をまってからでも決して遅くない。

 ダム建設等の建設費用は、事業期間が長期に及ぶほど、毎年相当額の事務費等の増嵩となり、建設費用が

嵩みます。また、ダム事業に参画している利水者にとっては、事業が長期間に及ぶと、建中利息等も同様に

嵩み、将来多大な負担を強いられることになります。 
淀川水系流域委員会におかれましては、平成１３年２月の発足以降、現時点で約５年８ヶ月の年月をかけ

て、ご審議いただいているところでありますが、川上ダムにおいては、その間、本体工等に着手できない状

況となっています。そのため、三重県といたしましては、淀川水系河川整備計画の検討に時間を要すること

によるコスト観念も考慮した速やかな対応をいただきますよう要望いたします。 
 
 
 
（P.20 （１）三重県伊賀用水の新規利水について ２段落目） 

伊賀市は、人口増は少ないものの、将来工場等の誘致によって工業系の需要が大幅に伸びる計画を立

てている。新規需要量（14、270m3/日）は、工業系水需要であり市の財政事情から見ても懸念材料である。

自己水源の廃止（14、294 m3/日）は、伊賀用水が整備されれば要らなくなるとの見方からほとんど放置さ

れ、更新整備がなされなかったことによる取水量の低下である。自己水源は本来キチンと整備され維持管理

されて機能するものである。それらの管理業務を怠っている市の対応は疑問である。 
新規需要量 14,270ｍ3 のうち、工業用水の新規需要は 7,100ｍ3/日で、新規需要量 14,270ｍ3 全量が

工業系水需要ではありません。 
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（P.20 （１）三重県伊賀用水の新規利水について ３段落目） 

水道事業計画について見ると、取水計画地点付近において浄水場を建設し、標高差 300mもある貯水タ

ンクに配水する計画は、山間急傾斜地を含む地域を一つのパイプラインで統合するのは技術的にも経済

的にも無理があり、パイプ延長が長く、地形勾配が大きいので、地震や土砂災害に弱点が多すぎる。伊賀

市の地形や人口分散都市を考えると、これまでの自己水源による小規模分散型の水源確保が技術的にも

経済的にも優れている。水計算を再検討して既存水源の保全と活用を第１に考えて、それでも拡張が必要

ならば水源を分散して農業用水との水利調整をはかることがベストであると考える。 
取水地点の EL139ｍ、最も標高の高い分水工 EL374ｍであることから、「標高差 235ｍ」に修正を

お願いします。 
 
伊賀水道用水供給事業の事業計画は、この地域が盆地特有の平地と山間部で地形が構成されているこ

とから、その地形に適した水道施設を配置する計画としています。また、伊賀市水道の事業計画として、

水源の取水不安定・水質悪化、給水の安定等のために簡易水道を上水道に統合する計画ですが、地形上

から非効率となる簡易水道については存続させる計画となっています。 
また、水道管については、基本的に国道、県道、市道などの公道に埋設する計画としており、地形勾

配による土砂災害等の被害を受けるものではありません。 
なお、水道施設の設計にあたっては、施設設計指針により耐震を考慮したものとしており、加圧につ

いても大きな水圧がかからないように段階的に加圧を行なうように配慮した計画としています。 
以上から、「山間急傾斜地を含む地域………地震や土砂災害に弱点が多すぎる。」の表現については再

考をお願いします。 
 
 
 
（P.20 （１）三重県伊賀用水の新規利水について ４段落目） 

伊賀市への財政負担が十分に検討されていない。伊賀水道総事業費 374 億円のうち水道事業（三重県

企業庁）279 億円（当初計画 361 億円 48500m3/日)および川上ダム事業負担分 95 億円（当初事業費 850

億円）と公表されている。建設費の償還（金利等を含める償還金や償還期間）、維持管理費の試算も公表さ

れていない。地方小都市の財政基盤からして、事業償還金や維持管理経費は極めて大きな負担になること

が予想される。地元ではすでにパイプラインや浄水施設の建設に踏み切っている。国土交通省はなるべく

早く事業の見直しが出来るよう三重県（企業庁）と協議あるいは行政指導を行うべきである。 
伊賀水道用水供給事業の総事業費 374 億円のうち、水道事業(三重県企業庁)267 億円(当初計画 361

億円 48,500ｍ3/日)、水源地域整備負担分 12 億円および川上ダム事業負担分 95 億円(当初事業費 850
億円)と公表されています。 
また、三重県の西部広域圏広域的水道整備計画（平成１０年３月策定）において、建設費の償還や維

持管理費の試算から、伊賀市（旧６市町村）水道事業の年次別負担額を算出し、公表しています。 
なお、当該整備計画は、水道法の規定に基づき、県議会及び旧伊賀６市町村の同意の手続きを経たも

のです。 
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（P.21 （１）三重県伊賀用水の新規利水について ５段落目） 

なお、付言すると、経済産業省の2030年経済規模予測では将来人口予測および域内総生産額はこの地

域ではおよそ 70%に減少するとされている。人口は７万人台、税収は現在の 70%以下に減少することが予測

されている。過大な水道拡張計画は事業償還金、維持管理費負担、施設のスクラップ化など考えると事業計

画の中止を含めて再検討するべきである。さらには、伊賀市の公共下水道整備は遅れている。木津川の汚

濁の原因の一つに上野盆地の生活雑排水と産業系廃水の未処理水が挙げられている。過剰な水源開発よ

りも公共下水道整備を優先的に考えるべきである。 
H17.12.2に公表された経済産業省「地域経済研究会」の報告書では、「上野市」都市圏では、域内総

生産の変化率：－23.0％、人口の変化率：－26.2％と試算されており、「70％に減少」より「75％に減

少」の方が正確と考えます。また、税収の減少率には記載されていない（確認できませんでした）ので、

出典根拠をお示しください。 
 
 なお、西部広域圏広域的水道整備計画における伊賀市の将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所

のコーホート要因法よる推計に基づいて予測したものです。コーホート要因法は、将来人口を予測する

各種手法のなかでも理論的に優れているとされ、さまざまな機関で採用されており、水道整備計画にお

いても同法による人口予測が一般的となっています。 

一方、経済産業省の2030年経済規模予測には、「生産性の向上が９０年代平均と同じ値で推移するこ

となどを仮定し、今後の地域の様々な活性化への取組は考慮せずに、機械的にシミュレーションを行っ

たものであり、今後の各地域の取組如何では、実際の地域の将来像は本シミュレーション結果とは大き

く違ったものになると考えられる」との注記があります。 

 

 

 
（P.21 （2） 農業用水の転用および河川自流からの取水 １段落目） 

農業用水との調整について見ると、取水予定地点の森井堰を含む前深瀬川の農業用水の水利権は最大

で 21.6 万m3/日、常時 17.3 万m3/日である。農業用水の近代化と伊賀用水との合同堰堤を建設して、農業

用水の一部を転用して水道水源とする水利調整を図るべきである。伊賀市北部地域の水道水源は同様に

服部川、柘植川の農業用水と協力して別に確保し、水源を３～４カ所に分散して農業用水との調整に力を

注ぐべきである。この場合、基準点を岩倉水位観測所に移すと木津川と服部川、柘植川も合わせて調整が

出来るので農業用水との調整や伊賀市全体の河川計画を立てるにも都合がよい。 
森井堰は木津川に設置されている堰で、前深瀬川に設置されているものではありませんので、記述を

改めていただきますようお願いいたします。 
 また、本文中の水利権量等の数値（挿入表も含む）については、本県において数値を確認できるデータが

存在しないため、確認できません。 
なお、実際に水利権の転用など水利調整を行うには、相当数の利水者間で調整が整い、且つ合意を要する

ことを勘案すると、現段階では、相当な年数を要しても現実的には対応が困難であると考えられますし、さ

らに、近年頻発している渇水被害が当該地域で起こることも考慮した対応が必要と考えます。 
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